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再生クラッシャーランの供給不足への対応について（送付） 

 

 

 このことについて、平成３０年７月豪雨等の災害復旧工事による急激な需要の増加に伴い、再生ク

ラッシャーランの供給の不足が生じております。ついては、この状況に対し別紙のとおり対応するこ

ととしたので、御承知いただくとともに貴団体会員への周知をお願いします。 

 （担当：技術企画課技術調査担当 椎木、河村 電話 ０８５７－２６－７４１０） 
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再生クラッシャーランの不足への対応について 

 

１ 趣旨 

クラッシャーランについては、鳥取県県土整備部公共工事建設副産物活用実施要領（平

成 14年 6月 25日県土整備部長通知。以下「要領」という。）により、工事現場から４０

ｋｍの範囲内に再資源化施設がある場合には、原則再生材を使用することとしているが、

平成３０年７月豪雨及び台風２４号等の災害復旧工事で急激な需要の増加に伴い、再生

材の供給に不足が生じている。このため、再生クラッシャーランの使用について、当面

の間、以下により対応することとする。 

 

２ 適用範囲 

  この対応方針は、鳥取県県土整備部発注の全ての工事に適用する。 

 

３ 再生クラッシャーランの供給不足への対応 

（１）再生クラッシャーランの不足状況の調査 

 ・各県土整備事務所（局）は、受注者からの協議等により再生クラッシャーランの不足

が確認された場合は、技術企画課に報告する。 

・技術企画課は、報告のあった県土整備事務所（局）の発注工事で利用する範囲（当該

管内及び隣接する管内）の再資源化施設に依頼し、再生クラッシャーランの供給の可

否を２週間に１回の頻度で調査し、調査結果を県土整備部技術企画課ホームページに

公表する。（https://www.pref.tottori.lg.jp/283029.htm） 

・当該調査及び調査結果の公表は、再生クラッシャーランの供給不足状況が改善するま

での間、継続して実施するものとする。 

・なお、取引先を特定の会社に限定する再資源化施設の供給の可否は、供給不可として

取り扱うこととする。 

（２）再生クラッシャーランの不足に伴う新材への設計変更 

・再生クラッシャーランの不足に伴い受注者から新材への変更協議があった場合には、

発注者において、上記（１）の技術企画課の調査結果で工事現場から４０㎞の範囲内

に供給可能な再資源化施設が無いことを確認し、新材に設計変更できるものとする。 

 ・要領にある「再資源化施設側から書面により供給の確保が出来ない旨の回答」の協議

書への添付は不要とする。 

 ・受注者においても、受注者が再生クラッシャーランの購入を予定する再資源化施設に、

必ず現場毎に供給の可否を確認するものとし、安易に新材を使用しないこと。 

 ・なお、新材が不足する場合には技術企画課に別途協議すること。 

  

別 紙 



 

再生クラッシャーランの不足への対応フロー 
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※ ④～⑤については、再生砕石の供給不足状況が改善するまでの間、継続して実施する。 

①再生砕石が調達で

きない旨発注者に

協議 

③当該管内及び隣接

管内の再資源化施

設に調査依頼 

②管内他工事の状況

を確認した上で技

術企画課に報告 

協議 

依頼 

報告 

④再生砕石の不足状

況を報告※ 

報告 
⑤調査結果をＨＰに

掲載※ 

現場から 40km以内に

供給可能な再資源化

施設があるか 

確認 

⑥供給可能な施設を

明示し新材への変

更をしない旨指示 

指示 

⑦新材への変更を指

示 

指示 

No 

Yes 

⑧再生砕石で施工 

（新材で施工する場

合は承諾行為） 

⑨新材で施工 

（設計変更対象） 


